


 

 

① ６ａ，７，８，９，１０，１０ａ－ヘキサヒドロ－６，６，９－トリメチル－６Ｈ－ジベンゾ［ｂ，ｄ］ピラン
－１－オールの３位に直鎖状アルキル基（炭素数が３から８までのものに限る。）が結合す

る物であって、１位、３位及び６位以外にさらに置換基が結合していないもの及びこれらの

の塩類 

 

（２）指定された物質を含む物 

（１）に掲げる物質のいずれかを含有する物（ただし、元来これらの物質を含有する植物を除

く。）は指定薬物であり、規制の対象となる。 

 

（３）所要の規定の整理 

 指定薬物省令中、（１）①に掲げる物質群に含まれることとなる次に掲げる２物質の名称を指

定薬物省令から削除したこと。ただし、当該２物質については改正省令の施行後においても、

（１）①に掲げる物質群に含まれる物質であることから法第２条第 15 項に規定する指定薬物で

あることに変わりはないこと。 

 

❶ ６ａ，７，８，９，１０，１０ａ－ヘキサヒドロ－６，６，９－トリメチル－３－ペンチル－６Ｈ－ジベン

ゾ［ｂ，ｄ］ピラン－１－オール及びその塩類 

      通称： HHC、Hexahydrocannabinol 

❷ ３－ヘキシル－６ａ，７，８，９，１０，１０ａ－ヘキサヒドロ－６，６，９－トリメチル－６Ｈ－ジベン

ゾ［ｂ，ｄ］ピラン－１－オール及びその塩類 

      通称： HHCH、Hexahydrocannabihexol 

 

２．施行期日 

    公布の日（令和５年 12 月 27 日）から起算して 10 日を経過した日（令和６年１月６日）から施

行する。 


